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地域脱炭素ロードマップに基づき、少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱
炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行
農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を解決し、住民の暮らしの質
の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す。

全域 市区町村の全域、特定の行政区等の全域
住生活エリア 住宅街・住宅団地
ビジネス・
商業エリア

中心市街地（大都市、地方都市）
大学、工業団地、港湾、空港等の特定サイト

自然エリア 農村・漁村・山村、離島、観光地・自然公園等

施設群 公共施設等のエネルギー管理を一元化することが
合理的な施設群

脱炭素先行地域の範囲の類型

※地方自治体の提案を支援するため、ガイドブック等の参考資料を公表、順次更新
http://www.env.go.jp/policy/roadmapcontents/index.html

民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消
費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利
用等も含めてその他の温室効果ガス排出削減も地域特性
に応じて実施する地域。

脱炭素先行地域とは

スケジュール
第1回選定

１月25日～２月21日 公募実施
４月26日 結果公表
６月１日 選定証授与式

第2回選定
６月27日 募集要領及びガイドブックを公表
６月28日～30日 自治体向け説明会（オンライン）
７月26日～８月26日 公募実施
今年秋 結果公表

以降
年２回程度、
2025年度まで
募集実施

脱炭素先行地域

民生部門の
電力需要量

再エネ等の
電力供給量

省エネによる
電力削減量＋＝
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脱炭素先行地域選定結果（第1回）
共同提案を含め日本全国の102の地方公共団体から79件の計画提案が提出
第１回目として、2022年4月26日に、26件を脱炭素先行地域として選定
今後も、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、2025年度までに少なくとも100カ所の
脱炭素先行地域を選定することを念頭に、年２回程度の募集と選定を予定（第２回：7月
26日～8月26日募集）
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地域脱炭素移行・再エネ推進交付金

脱炭素先行地域づくりに取り組む地方自治体
（一定の地域で民生部門の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ達成等）

再エネ設備、基盤インフラ設備、省CO2等設備 等

•地域の再エネポテンシャ
ルを最大限活かした再エ
ネ等設備の導入
再エネ発電設備、再エネ
熱･未利用熱利用設備等

•地域再エネ等の利用の最
大化のための基盤インフ
ラ設備の導入
蓄エネ設備、自営線、再
エネ由来水素関連設備、
エネマネシステム等

•地域再エネ等の利用の最
大化のための省CO2等設
備の導入
ZEB･ZEH、断熱改修、ゼ
ロカーボンドライブ、そ
の他各種省CO2設備等

EMS

交付
対象

支援
内容

地方公共団体が、2030年度目標及び2050年カーボンニュートラルに向けて、意欲的な脱炭
素の取組を複合的かつ複数年度にわたり、計画的に柔軟に実施することを可能とするため、
総合的な交付金を創設

交付率 原則２／３ ※財政力指数が全国平均（0.51）以下の自治体は、
一部の設備の交付率を３／４

重点対策の組み合わせ等
・自家消費型の太陽光発電
・地域共生・地域裨益型再エネの立地
・業務ビル等の徹底省エネ・ZEB化誘導
・住宅・建築物の省エネ性能等の向上
・ゼロカーボン・ドライブ

【令和5年度概算要求額】 400億円 （令和４年度 (初年度）予算 200億円）

脱炭素先行地域づくり事業 重点対策加速化事業
地域共生型再エネや省エネ住宅など
重点対策を加速的に行う地方自治体

２／３～１／３、定額
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株式会社脱炭素化支援機構の設立による民間投資の促進について
環境省では、地域脱炭素ロードマップ（令和３年６月９日国・地方脱炭素実現会議決定）に基づき、
民間企業等による意欲的な脱炭素事業への継続的・包括的な資金支援の一環として、前例に乏しい、認
知度が低い等の理由から資金供給が難しい脱炭素事業活動等に対する資金供給を行う株式会社脱炭
素化支援機構の設立に向けて準備中。

再エネや省エネ、資源の有効利用等、
脱炭素社会の実現に資する効果的な事業
（想定事業イメージ例）
FITによらない太陽光発電事業
地域共生・裨益型の再生可能エネルギー開発
プラスチックリサイクル等の資源循環
食品・廃材等バイオマスの利用
森林保全と木材・エネルギー利用 等

支援対象

新組織の概要

資金供給手法
出資、メザニンファイナンス（劣後ローン

等）、債務保証 等

【名称】脱炭素化支援機構
【形態】株式会社（環境大臣認可）
【設置期限】2050年度まで

【令和５年度財政投融資要求額】 400億円
【令和５年度政府保証要求額】 200億円

（令和4年度財政投融資 200億円）
※令和４年５月２５日、根拠法となる地球温暖化対策推進法改正案が成立

（株）脱炭素化支援機構

出資・メザニン・
債務保証等

出資

金融機関・企業等
出資・融資

【エネ起CO2削減以外】
資源循環

（廃棄物焼却CO2削減）
森林吸収源対策

【エネルギー起源CO2削減】
再エネ・省エネ設備
再エネ・省エネ設備とその他
の設備を一体で導入する事業
普及拡大段階の大規模事業

各種認可、監督命令
支援基準策定

環境大臣

投
資
分
野

金融機関・
企業等

財政投融資
（産業投資）

出資
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温対法に基づく再エネ促進区域の仕組みの概要

市町村：促進区域等の策定

地球温暖化対策推進法に基づき、市町村が再エネ促進区域や、再エネ事業に求める環境保全・地
域貢献の取組を自らの計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みが2022年4月に施行。

地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネを推進。

市町村：事業計画の認定事業者：事業計画の作成

市町村が、
住民や事業者等が参加する協議会を活用し、
●再エネ事業に関する促進区域や、
●再エネ事業に求める
・地域の環境保全のための取組
・地域の経済・社会の発展に資する取組
を自らの計画に位置づける。
※促進区域は、国や都道府県の基準に基づき定める。

事業者は、
協議会における合意形成を
図りつつ、
市町村の計画に適合するよ
う再エネ事業計画を作成し、
認定の申請を行う。

市町村は、事業計画の申請を受け、
事業者の代わりに国や都道府県に協
議し、同意を得た上で、
市町村の計画に適合する、環境に適
正に配慮し、地域に貢献する再エネ
事業計画を認定。
※ 国・都道府県への協議は事業計画に関係法令の許可手続き等
を要する行為が記載されている場合のみ。この場合、認定事業
は当該許可手続き等が不要に（ワンストップ化の特例）。

※ 都道府県の基準に基づいて策定された促進区域内における認
定事業は、アセス法の配慮書手続きが不要に。

促進区域に係る全国一律の環境配慮基準の策定
促進区域に係る地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準の策定

制度全体のイメージ図

協議 同意

協議会

事業計画の確認国
都道府県

地域に役立つ再エネ事業を誘致
事業の予見可能性が向上。
協議会の活用等により、合意形成がスムーズに。

地域資源である再エネの使い方や誘導したいエリアを、
地域自らが議論。

事業者

環境保全等に関する情報

その他

再エネポテンシャル

情報の重ね合せと議論

促進区域
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策定（予定）計画
（仮称）小田原市気候変動対策推進計画

再生可能エネルギーの種別
太陽光発電

促進区域
市街化区域内
※急傾斜地崩壊危険地区や砂防指定地等は除く

策定スケジュール
令和4年9月頃 策定・公表予定

検討体制
小田原市環境審議会

策定計画
箕輪町地球温暖化対策実行計画(区域施策
編)

再生可能エネルギーの種別
太陽光発電

促進区域
• 町が所有する公共施設の屋根
• 町が所有する土地
• 産業団地
※今後、未利用地や駐車場、ため池なども検討

策定スケジュール
令和4年7月 策定・公表

検討体制
箕輪町環境審議会

主な市町村の促進区域の設定状況（令和4年8月末時点）

神奈川県小田原市ああ長野県箕輪町ああ

※その他複数市町村において、促進区域の設定を検討中。

令和４年４月の改正温対法施行以降、市町村における促進区域の設定、検討状況は下記の通り

策定済 策定中
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地域循環共生圏＝ローカルSDGs 第五次環境基本計画（2018年 閣議決定）

地域循環共生圏とは、地域資源を活用し、環境

・経済・社会を良くしていくビジネスや事業

（＝ローカルSDGs事業）を社会の仕組みに組

み込むとともに、例えば都市と農村のように、

地域の個性を活かして地域同士で支え合うネッ

トワークを形成するという、「自立・分散型社

会」を示す考え方。

その際、私たちの暮らしが森・里・川・海の

連関からもたらされる豊かな自然環境に支え

られていることを基本とする。

地域循環共生圏のイメージ

課題解決のためには、環境・

経済・社会を統合的に良くす

るローカルSDGs事業を、地域

が主体的に数多く創出するこ

とが必要。

その際、地域内外の多様な主

体の協働が必要

ローカルSDGs事業を生み出し

続けることを目的とした、

地域プラットフォーム（人々の

ネットワーク）が、地域循環

共生圏づくりの加速装置であり、

共生圏づくりに不可欠

自立した地域

地域づくりを持続できる地域

自ら課題を解決し続けられる地域

地域循環共生圏の創出の進め方
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地域循環共生圏の実績・事例

令和元年度（2019年度）

より地域プラットフォーム

づくりに関するモデル事業
※1を実施

令和2年度（2020年度）

から各地でのプラット

フォームづくりを支援する

「全国プラットフォーム
※2」を設置
※1：環境で地方を元気にする地域循環共生圏

づくりプラットフォーム事業
※2：http://chiikijunkan.env.go.jp/

15
14

18

約7割の都道府県で
環境基本計画に位置づけ

詳細は事例集参照（事例集掲載地域：真庭市、小田原市、小国町、湖南市、根羽村） http://chiikijunkan.env.go.jp/pdf/shiru/localsdgs.pdf

事例：真庭市（岡山県）

• 木質バイオマス発電・熱利用による林業活性化では、間伐材や林地
残材、端材のみならず、広葉樹も活用。生物多様性保全や山林の多
面的機能の発揮も期待

• 生ごみ等によるバイオガス発電と液肥の活用や、瀬戸内海の牡蠣殻
を肥料とした「真庭里海米」の生産と学校でのSDGs教育への活用

• 草原再生・維持管理のための山焼きをエコツーリズムとして実施し、
生物多様性と国立公園の景観を保全。ススキをかやぶき屋根の材料
として出荷し、農家の副収入に

• 市内の多くのサステナブルコンテンツを阪急阪神百貨店と協働でブ
ランド化（GREENable）し、都市と農村の交流を促進。取り組みが
発展し、阪急阪神百貨店は環境省国立公園オフィシャルパートナー
に認定

• 地域プラットフォームの運営者は市職員。民間の事業創出を支援
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令和元年度 令和４年度

地域循環共生圏形成に取り組む
地域数が4年間で倍増

※令和4年8月2日現在

木質バイオマス発電施設 真庭里海米と瀬戸内海の牡蠣殻 バイオガス発電施設と液肥

広葉樹林の発電への活用 草原再生のための山焼き GREENable HIRUZEN(発信拠点)


